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仙台市行政デジタル化
相談業務委託仕様書・
３ページ

情報システム審査資料の精
査の対象

行政デジタル化相談の「③情報システム審査資料の精
査」について、精査の対象となる情報システムは、本相談
業務にて貴市より相談依頼のあった情報システムのみと
いう認識でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。


